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　日本年金機構では、国民年金・厚生年金保険に加入している人に「ねんきん定期便」を送付しています。
　年金加入者の皆さん一人ひとりに対して、年金保険料の納付実績や年金の見込み額など、年金に関する情報
を分かりやすく定期的にお知らせして、保険料負担と年金給付の関係を実感してもらうためのものです。
　送付時期は、毎年誕生月です。お知らせする内容は次のとおりです。

35歳・45歳・59歳の被保険者（封書で送付します） その他の年齢の被保険者（ハガキで送付します）
35歳、45歳の人 59歳の人 50歳未満の人 50歳以上の人
・年金加入期間
・加入実績に応じた年金額
・これまでの保険料納付額および加

入履歴
・厚生年金保険の標準報酬月額と保

険料納付額の月別状況（厚生年金
加入歴がある人のみ）

・国民年金保険料の納付状況（国民
年金加入歴がある人のみ）

・年金加入期間
・老齢年金の年金見込額（既に老齢年金を

受け取られている人は除く）
・これまでの保険料納付額および加入履歴
・厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納

付額の月別状況（厚生年金加入歴がある
人のみ）

・国民年金保険料の納付状況（国民年金加
入歴がある人のみ）

・年金加入期間
・加入実績に応じた年

金額
・これまでの保険料納

付額
・最近の月別状況

・年金加入期間
・老齢年金の年金見込

額（既に老齢年金を
受け取られている人
は除く）

・これまでの保険料納
付額

・最近の月別状況

※法律の改正に伴い、６月以降生まれの人（平成28年４月以降に作成）では「ねんきん定期便」の様式が従来と異なります。
　「ねんきん定期便」について、分からないことや疑問点がある場合は、ねんきん定期便専用ダイヤル、または広島南年金事務所

へ相談してください。

ねんきん定期便専用ダイヤル　☎0570−058−555（ナビダイヤル）　☎03−6700−1144（一般電話）
広島南年金事務所　☎253−7710
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期　日 場　　所 予約締切日
５月19日（木） 安佐北区総合福祉センター ４月28日（木）
６月９日（木） 安佐南区総合福祉センター ５月26日（木）
７月14日（木） 湯木南公民舘 ６月30日（木）
８月18日（木） 安佐公民舘 ８月４日（木）
９月８日（木） 安公民舘 ８月25日（木）
10月20日（木） 川・森・文化・交流センター 10月６日（木）
11月10日（木） 佐伯区役所別館 10月27日（木）
12月15日（木） 安佐北区総合福祉センター 12月１日（木）
１月12日（木） 安佐南区総合福祉センター 12月22日（木）
２月16日（木） 安芸区総合福祉センター ２月２日（木）
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住民課　☎ 8 2 3 − 9 2 0 6 　蕭 8 2 3 − 9 6 2 7

特定健診が始まります
　本年度も、40歳以上75歳未満の海田町国民健康
保険加入者を対象に、特定健康診査を実施します。
　対象者には、５月下旬に特定健康診査受診券（ピ
ンク色）を郵送しています。特定健診を受診する
場合は、受診券が必要です。受診の際に必ず持参
してください。（個別健診または集団健診を受診することができます）
　健診の申し込み方法や内容は、広報かいた５月号と一緒に配布されて
いる「健診のしおり」をご覧ください。生活習慣病の早期発見のために
は、健診による健康管理が大切です。年に一度は健診を受けましょう！

受診券の有効期間◆６月１日から来
年１月31日（来年１月31日までに
75歳の誕生日を迎える人は有効期
限が異なります。その場合は後期高
齢者健康診査を受けてください。）
６月の集団健診◆
18日（土）・19日（日）
　海田東公民館
20日（月）・21日（火）
　福祉センター

～大切な「未来」への情報「ねんきん定期便」をお届けしています～

巡回相談会
（13時～17時）

期　日 場　　所 予約締切日
９月29日（木） 広島県三次庁舎

８月31日（水）
10月６日（木） 広島県東広島庁舎

10月27日（木） 広島県福山庁舎

11月17日（木） 広島県呉庁舎

県保健師相談会
（13時～17時）

アクア・エクササイズ（水中運動教室）
　アクア・エクササイズの第２クールが始まります。第２クー
ルは第１クールと同様初心者向けの泳ぎのコースです。「体重
が減らないな・・・」と思っている人や腰痛に悩む人もいっしょ
に楽しく運動しましょう。水の中では浮力が地上の６分の１に
なり、腰や膝への負担が軽くなり、運動しやすくなります。
※９月から第３クールとして「アクア・ビクス」（音楽に合わ

せて身体を動かします）を開催します。開催日や申し込みな
どは今後広報でお知らせします。

※第１クールの参加者も、第２クールに申し込むことができま
す。

コース名◆初心者のための泳ぎ方教室
実施日時◆６月15日、22日、29日、７月６日、
13日（いずれも水曜日）13時30分～14時30
分
場　所◆福祉センター　健康増進プール
対　象◆30～74歳の町内に住民票がある人。
社会保険の人も参加できます。
参加費◆１コースあたり1,500円
定　員◆15人
申し込み◆６月３日（金）から電話で住民課へ


